
議案第43号

令和４年度福岡市工業用水道事業会計予算案

（総　　　　則）

第１条　令和４年度工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

１．給水事業所数	 31事業所

２．年間総給水量	 3,068,957立方メートル

３．一日平均給水量	 8,408立方メートル

４．主要な建設改良事業

⑴　配水管整備事業　　事業費	 529,560千円

⑵　浄水場整備事業　　事業費	 116,232千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款　　工 業 用 水 道 事 業 収 益	 284,442千円

第１項　　営　　業　　収　　益	 230,318千円

第２項　　営　業　外　収　益	 54,124千円

支 出

第１款　　工 業 用 水 道 事 業 費 用	 266,758千円

第１項　　営　　業　　費　　用	 257,446千円

第２項　　営　業　外　費　用	 8,312千円

第３項　　予　　　　備　　　　費	 1,000千円
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（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額54,939千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）

収 入

第１款　　資 　 本 　 的 　 収 　 入 	 644,100千円

第１項　　企　　　業　　　債 	 574,000千円

第２項　　補　　　助　　　金 	 70,100千円

支 出

第１款　　資 　 本 　 的 　 支 　 出	 699,039千円

第１項　　建　設　改　良　費	 657,247千円

第２項　　償　　　　還　　　　金	 40,792千円

第３項　　予　　　　備　　　　費	 1,000千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

工 業 用 水 道 金 島 浄 水 場
包 括 委 託

令和５年度から

令和９年度まで
令和５年度以降	 504,000

工 業 用 水 道 金 島 浄 水 場
設 備 更 新 工 事

令 和 ５ 年 度 	 436,000

千円
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（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

配 水 管 整 備 費 459,000

　証書借入又は証券
発行の方法により政
府、銀行その他から
借り入れる。
　起債時期は令和４
年度とする。
　ただし、工事又は
市財政の都合により
起債額の全部又は一
部を翌年度以降に繰
り越して発行又は借
り入れることができ
る。

9.0以内

　ただし、利率見
直し方式で借り
入れる政府資金
及び地方公共団
体金融機構資金
について、利率
の見直しを行っ
た後においては、
当該見直し後の
利率とする。

　起債年度の翌年度
から据置期間を含め、
40年以内に元利金又
は元金を均等に償還
し、証券発行の細目
は市長の定めるとこ
ろによるものとする。
　ただし、償還方法
については融資条件
により変更すること
ができる。
　なお、市財政の都
合により据置期間及
び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還又
は借換えすることが
できる。

浄 水 場 整 備 費 115,000

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　⑴　消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

令和４年２月22日提出

福 岡 市 長　　髙　島　宗一郎

％千円
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